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各 加 盟 団 体 長  様 

 

                        公益財団法人 埼玉県剣道連盟 

                         会  長  山 中 茂 樹 

 

剣道・居合道・杖道 称号（錬士号及び教士号）推薦認定会の実施について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり実施いたします。 

つきましては、該当者に受審(受講)資格等を周知徹底の上、申込個票で申し込んで

ください。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により変更する場合があることを御承

知おきください。 

 

記 

 

1. 日  時  令和 3年 1月 30日(土)  

① 剣道 講習会受講者／居合道 講習会受講者・認定会受審者 

受付時間    午前９時 10分～午前９時 30分 

講習会     午前 9時 30分～午前 11時 

② 剣道／杖道 認定会受審者 

受付時間    午前 10時 00分～午前 10時 30分 

認定会開始   講習会終了後 

※入場時間 ①午前 9時、②午前 9時 50分厳守 

講習会、認定会の参加者以外は入場できません。 

 

2. 会  場  埼玉県立武道館 主道場  剣道・居合道・杖道 

        

3. 受審にあたって 

① 受審者は受審日に検温し、受審者確認票に記入する。37.5度以上は受審でき

ません。 

② 受審者は面マスク及びいわゆる家庭用マスクを持参する。 

③ 武道館への入場は 1階正面入口とし、入場時間は厳守すること。 

④ 主道場入口にて入場時にアルコール消毒・検温を行い、受付にて受審者確認

票を提出する。係員の指示に従うこと。（入場口は一ケ所のみです。） 

⑤ 会場内及び観覧席では、フィジカルディスタンス（最低 1メートル）を空け

て、マスク着用する。 



⑥ 全日本剣道連盟「審査会実施にあたっての感染拡大予防ガイドライン」「居

合道の対人稽古再開に向けた感染予防ガイドライン」「杖道の対人稽古再開

に向けた感染予防ガイドライン」により実施しますので、ガイドラインを事

前に十分確認してください。 

  

4. 受審資格 

  ①錬士号：六段受有後１年以上を経過(令和 2 年 5 月 31 日以前に取得)した者 

       五段受有後 10年以上を経過(平成 23年 5月 31日以前に取得)し、 

       かつ、年齢 60歳以上の者(第 11条 2項による特例)。 

  ②教士号：錬士七段受有者で、七段受有後２年以上を経過(令和元年 5月 31日

以前に取得)した者。 

③埼剣連称号推薦認定会の１年以内（令和 2 年 1 月～令和 3 年 1 月）に全剣

連派遣講師・埼剣連派遣講師の講習会を２回受講していること。（申込時に剣

道手帳の写しを添付するが、1 月に実施する講習会については、「1 月受講予

定」と記入し、受講後、郵送またはＦＡＸにて事務局まで提出すること。） 

※10月もしくは 1月の講習会をどちらか一方のみ受講した者は、今回特例と

して認定会当日の講習会を受講することによって受審資格を認める。 

 

5. 審査内容 

  ①剣  道：日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を

行う。 

  ②居合道：実技、審判法を行う。 

  ③杖  道：指定６本、仕と打を交代して行う。 

  ④指導法：「小論文」を当日受付に提出する。 

〔1〕 錬士問題 「剣道指導の心構え」について述べなさい。 

〔2〕 教士問題 「剣道における指導のねらい」について述べなさい。 

（注）居合道、杖道は、それぞれに置き換えて述べなさい。 

・400字詰め原稿用紙（市販の B4縦書き）1枚を使用し、手書きとする。 

  1行目に氏名を記入し、2行目 2段目より書く。 

 

※・社会体育指導員上級認定者は、全剣連で行う教士筆記試験は、免除される 

・社会体育指導員中級認定者は、全剣連で行う錬士小論文提出は、免除される。 

 

6. 提出及び持参するもの 

【教士】 

① 小論文   

② 剣道具・木刀（「居合道」「杖道」については、それぞれ所要の用具） 

③ 印鑑 



④ 事務手続き上、事前準備として「教士受審申請書(本人用)」を全員自

筆で記入の上持参ください。写真(3センチかける 4センチ)貼り付け

のこと。 

⑤ 社会体育指導員上級認定者は、認定書の写し 

合格者は④（押印したもの）及び⑤を当日提出 

【錬士】 

① 小論文 

② 剣道具・木刀（「居合道」「杖道」については、それぞれ所要の用具） 

 

7. 安全対策 (公財)埼玉県剣道連盟として傷害保険には加入しています。 

       なお、受講中の負傷、疾病については応急処置のみ行います。 

       健康保険証を持参してください。 

 

8. 個人情報保護法への対応 （以下を申込者に周知してください。） 

申込書に記載される個人情報(登録県名、漢字氏名、カナ氏名、生年月

日、年齢、称号・段位、職業等)は、全日本剣道連盟および加盟団体(各

都道府県剣道連盟)が実施する本審査会運営のために利用する。なお、

登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、目的に合わ

せ公表媒体(掲示用紙)に公表することがある。 

 

9. 認定会受講料 

加盟団体ごとに取りまとめ郵便振り込みしてください。 

講習会受講料 500円 

   認定会受審料 錬士 7,000円   教士 9,000円 

 

10. 申込期限 令和 3年 1月 14日（木）必着 

     令和 2年度申込書（称号用）申込書を使用のこと。 

 

11. その他 稽古会は稽古時間の確保が難しいので中止します。 

 


